


（別紙） 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１） 件名 庁用車の売却 

（２） 物件の表示  

車名      スズキ 

初年度登録年月 平成12年６月  

型式      CA1PA 

排気量     50cc以下 

走行距離    10,496㎞（令和８年１月５日現在） 

 

２ 売却の方法 

  インターネット上にて紀尾井町戦略研究所株式会社が提供する公有財産

売却システムを利用した一般競争入札による売却 

 

３ 予定価格（最低売却価格） 

  10,000円 

 

４ 参加資格 

  法人又は個人 

 

５ 欠格事項 

  以下の事項に該当する場合は、入札に参加できない。 

（１） 地方自治法施行令第167条の４第１項または第２項に該当する者 

（２） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77号）第２条に該当する者、昭島市契約における暴力団等の排除対策

措置要綱（平成23年４月１日実施）の措置要件に該当する者又は同要

綱により参加停止の措置を受け、その措置が解除されていない者 

（３） 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法

律第 147 号）第８条第２項第１号に掲げる処分を受けている団体及び

その役職員又は構成員 

（４） （２）若しくは（３）に掲げる者から委託を受けた者、又は（２）

若しくは（３）に掲げる者の関係団体 

（５） 日本語を完全に理解できない者 

（６） 日本国内に住民登録をしていない者又は日本国内で法人登記をして



いない法人 

（７）  昭島市が定める昭島市インターネット公有財産売却ガイドライン及

び KSI 官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承

諾せず、順守できない者 

（８） 公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場

合でこれらの資格などを有していない者 

（９） 未成年の者 

   

６ 入札の参加申込等に関する事項 

（１） 入札参加申込期間 

開始：令和８年１月14日（水）13時 

終了：令和８年２月３日（火）14時 

（２） 仮申込み 

この入札に参加を希望する者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が提

供する公有財産売却システムの画面上で参加仮申し込みなど一連の手

続きを行うこと。 

（３） 入札参加申込み（本申込み） 

仮申込み手続きを完了した後、次の書類を郵送又は持参により提出

すること。なお、証明書類は、発行日以後３か月以内の原本に限る。 

ア 提出書類 

（ア）公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求 

書兼口座振替依頼書 １通 

   （イ）住民票の写し又は商業登記簿謄本 １通 

（ウ）委任状（代理人による入札の場合） １通 

イ 提出期限 

令和８年２月４日（水）17時まで 

郵送で提出する場合は、締切日の消印有効とする。 

 

７ 売払い物件の下見に関する事項 

  売払い物件の下見を希望する者は、開庁日の８時30分から17時までの間

（正午から13時までを除く）に、問い合わせ先まで事前予約すること。な

お、事前予約の締切りは令和８年１月23日（金）17時とする。 

（１）日時 

令和８年１月26日（月）９時から16時（正午から13時までを除く） 



令和８年１月27日（火）９時から16時（正午から13時までを除く） 

（２）場所 

昭島市役所 

所在地 東京都昭島市田中町１丁目17番１号 

 

８ 入札保証金に関する事項 

この入札に参加を希望する者は、６の（２）に基づき仮申込みを行う際

に、クレジットカードにより、入札保証金を納付しなければならない。 

（１） 納付金額 

1,000円（予定価格の100分の10の額） 

（２） 入札保証金の引落し及び返還 

開札後、落札者のクレジットカードから入札保証金の引落しを行う。

又、落札者以外の者に対しては、引落しを行わない。ただし、クレジ

ットカードの種類によっては、引落時期の関係上、一旦入札保証金の

引落しを行い、その後返還を行う場合がある。 

（３） 入札保証金の没収 

落札者が契約締結期限までに契約しなかった場合又は落札者が公有

財産売却に参加できない者であることが判明した場合は、売却の決定

が取り消され、納付された入札保証金は原則返還しないものとする。 

（４） 入札保証金の充当 

落札者が納付した入札保証金は、売買契約締結時に契約保証金の全

部に充当するものとする。 

 

９ 入札に関する事項 

（１） 入札 

この入札に参加を希望する者は、６の手続及び８の納付を行った後、

次に掲げる方法により入札を行うこと。 

ア 入札方法 

 紀尾井町戦略研究所株式会社が提供する公有財産売却システム上で

入札価格を登録する。入札形式はせり売り形式によるものとし、入札

期間内であれば何回でも入札可能とする。なお、入札者の都合による

取消及び変更はできない。 

イ 入札期間 

令和８年２月17日（火）13時から 



令和８年２月19日（木）23時まで 

ウ 入札場所 

紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する公有財産売却システム上 

（２） 入札の無効 

本公告並びに昭島市公有財産売却ガイドラインに示した入札参加資

格のない者及び入札参加資格の確認において、虚偽の申請を行った者

のした入札は無効とする。 

（３） 入札の中止 

参加者がいなかった場合、本件の入札は中止する。 

（４） 落札者の決定 

入札期間が終了した時点で、有効な入札を行った者のうち、入札価

格が予定価格（最低売却価格）以上でかつ最高価格である入札者を落

札者として決定する。 

（５） 入札結果の公表 

落札者が決定した場合、その者のログインIDを落札者の氏名（法人

の場合はその名称）と読み替え、落札金額とともに公有財産売却シス

テム上にて知らせるものとする。 

 

10 契約及び売払代金に関する事項 

  落札者は、落札者決定後に送信する昭島市からの電子メールによる売買

契約締結に関する案内に従い、期限内に市が定める様式の売買契約書によ

り、売買契約を締結すること。 

（１） 契約締結期限 

令和８年３月５日（木）16時 

（２） 契約保証金 

８の（４）により、入札保証金を契約保証金の全部に充当する。そ

の際、契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書を提出するものと

する。 

（３） 売払代金の残金の額 

落札金額から契約保証金を差し引いた額とする。 

（４） 売払代金の残金の納付 

落札者は、売払代金の残金を令和８年３月10日（火）14時30分まで

に、次のいずれかの方法により一括で納付すること。なお、納付の際

に発生する手数料等は落札者の負担とする。 



ア 市が発行する納付書による納付 

   イ 市が指定する口座への銀行振込による納付 

 

11 所有権の移転及び売払い物件の引渡に関する事項 

（１） 所有権の移転は売払代金の残金を完納したときとする。 

（２） 移転登録等に伴う諸費用は全て落札者の負担とする。 

（３） 引渡しにおいては、落札者は公有財産受領書及び運転免許証の写し

を提出すること。なお、落札者が法人の場合は代表者のものを提出す

るものとする。ただし、落札者の代理人が引渡しを受ける場合には、

代理権限を証する委任状（入札参加申込時に提出している委任状の代

理人と同一人物の場合は除く）及び代理人の運転免許証の写しを併せ

て提出するものとする。又、引渡し時において発生する諸費用は全て

落札者の負担とし、物件を運搬する手段については、落札者が手配す

ることとする。 

 

12 特記事項 

売払い物件は経年による劣化及び使用による傷等があるので、充分理解

した上で入札すること。又、売買契約締結後に売払い物件に隠れた瑕疵の

あることを発見しても売払代金の減免若しくは損害賠償等の請求及び契約

の解除をすることができないものとする。 

 

13 問い合わせ先 

  昭島市総務部総務課財産管理係 

   所在地 〒196-8511 東京都昭島市田中町一丁目17番１号 

   電 話 042-544-5111 

   メール zaisankanri@city.akishima.lg.jp 


